
議案第１２３号 

   さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

 さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように定める。

  令和元年９月４日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

   さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

 （趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第２項、

 第４項及び第５項並びに第２０４条第２項及び第３項並びに地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第５項の規定に基づき、法第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（法第５７条に規定する単純な労務

に雇用される者及び水道局企業職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。）

の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

（給与の種類）

第２条 法第２２条の２第１項第２号に掲げる会計年度任用職員（以下「フルタイム

会計年度任用職員」という。）の給与は、給料（さいたま市職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２９号）第８条第１項に規定

する正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬

 をいう。以下同じ。）並びに初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、

 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

２ 法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員（以下「パートタイム会

 計年度任用職員」という。）の給与は、基本報酬（地域手当に相当する報酬を含む。

 以下同じ。）並びに初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬（以下「手当相当報酬」という。

）並びに期末手当とする。

（給料及び基本報酬）

第３条 給料の額は、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、常時

勤務を要する職を占める職員（以下「常勤職員」という。）に支給される給料の額

との権衡を考慮して月額で定めるものとし、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、
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同表中欄に定める月額を超えない範囲内において規則で定める額とする。

２ 基本報酬の額は、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、前項

の給料の額との権衡を考慮して時間を単位とする額（以下「時間額」という。）で

定めるものとし、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める時間額を

超えない範囲内において規則で定める額とする。

（給料及び基本報酬の支給方法及び支給日）

第４条 給料の支給方法及び支給日は、さいたま市職員の給与に関する条例（平成１

３年さいたま市条例第４２号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける常勤職

員の例による。

２ 基本報酬は、月の初日から末日までの期間における勤務時間数（規則で定める時

間数を含む。）により計算した額を翌月の２１日までに支給する。ただし、同日ま

でに支給することが困難な特別の事情がある場合は、任命権者が別に定める日に支

給することができる。

 （給与の減額）

第５条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しない場合（規則で定

める場合を除く。）は、その勤務しない１時間につき規則で定める勤務１時間当た

りの給与額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日か

 ら末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額については、

 規則で定める。

２ 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、

 給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

（手当及び手当相当報酬）

第６条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける常勤職員に支給

される手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、第２条第１項に規定す

る手当（期末手当を除く。）を支給することができる。

２ パートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける常勤職員及びフル

タイム会計年度任用職員に支給される手当との権衡並びに労働基準法（昭和２２年

法律第４９号）の規定を考慮して規則で定めるところにより、第２条第２項に規定

する手当相当報酬を支給することができる。
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３ ６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を「基準日」という。

）にそれぞれ在職する会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける常勤職員（

給与条例第２７条第２項に規定する特定管理職員及び同条第３項の規定の適用を受

ける再任用職員を除く。）に支給される期末手当との権衡を考慮して規則で定める

ところにより、期末手当を支給することができる。これらの基準日前１月以内に退

職し、又は死亡した会計年度任用職員についても同様とする。

（給与からの控除）

第７条 給与条例第３５条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給与からの控除

について準用する。

（口座振替の方法による給与の支給）

第８条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、

 口座振替の方法により支給することができる。

 （旅費及び費用弁償）

第９条 フルタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、さいたま市職

員等の旅費に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４５号）の規定に基づき、

旅費を支給する。

２ パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、さいたま市職員

等の旅費に関する条例の規定により一般職の職員に支給される旅費に相当する額を

費用弁償として支給する。

３ パートタイム会計年度任用職員が通勤のために費用を要したときは、給与条例の

適用を受ける常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員に支給される通勤手当との

権衡を考慮して規則で定めるところにより、その費用を弁償することができる。

 （委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 （人事委員会との協議）

第１１条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとすると

きは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。

   附 則

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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別表（第３条関係）

職員 月額 時間額

給与条例別表第１行

政職給料表の適用を

受ける常勤職員の従

事する職務と類似す

る職務に従事する職

員

給与条例別表第１行

政職給料表の職務の

級１級における最高

の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に給与条例第１２条第３項に規

定する割合を乗じて得た額（１円未

満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）の合計額を２１で除し、

その額を７．７５で除して得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）

給与条例別表第２医

療職給料表ア医療職

給料表 の適用を受

ける常勤職員の従事

する職務と類似する

職務に従事する職員

給与条例別表第２医

療職給料表ア医療職

給料表 の職務の級

１級における最高の

号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額並びに当該給

料月額に給与条例第１３条に規定す

る割合を乗じて得た額（１円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）の合計額を２１で除し、そ

の額を７．７５で除して得た額（１

円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てた額）

給与条例別表第２医

療職給料表イ医療職

給料表 の適用を受

ける常勤職員の従事

する職務と類似する

職務に従事する職員

給与条例別表第２医

療職給料表イ医療職

給料表 の職務の級

１級における最高の

号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に給与条例第１２条第３項に規

定する割合を乗じて得た額（１円未

満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）の合計額を２１で除し、

その額を７．７５で除して得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）

給与条例別表第２医

療職給料表ウ医療職

給料表 の適用を受

ける常勤職員の従事

する職務と類似する

職務に従事する職員

給与条例別表第２医

療職給料表ウ医療職

給料表 の職務の級

１級における最高の

号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に給与条例第１２条第３項に規

定する割合を乗じて得た額（１円未

満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）の合計額を２１で除し、

その額を７．７５で除して得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）

給与条例別表第３消

防職給料表の適用を

受ける常勤職員の従

事する職務と類似す

る職務に従事する職

員

給与条例別表第３消

防職給料表の職務の

級１級における最高

の号給の給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に給与条例第１２条第３項に規

定する割合を乗じて得た額（１円未

満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）の合計額を２１で除し、

その額を７．７５で除して得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ
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れを切り捨てた額）

さいたま市教職員の

給与に関する条例（

平成２９年さいたま

市条例第２１号。以

下「教職員給与条例

」という。）別表第

１教育職給料表ア教

育職給料表 の適用

を受ける常勤職員の

従事する職務と類似

する職務に従事する

職員

教職員給与条例別表

第１教育職給料表ア

教育職給料表 の職

務の級２級における

最高の号給の給料月

額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に教職員給与条例第１４条第３

項に規定する割合を乗じて得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）の合計額を２１

で除し、その額を７．７５で除して

得た額（１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）

教職員給与条例別表

第１教育職給料表イ

教育職給料表 の適

用を受ける常勤職員

の従事する職務と類

似する職務に従事す

る職員

教職員給与条例別表

第１教育職給料表イ

教育職給料表 の職

務の級２級における

最高の号給の給料月

額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に教職員給与条例第１４条第３

項に規定する割合を乗じて得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）の合計額を２１

で除し、その額を７．７５で除して

得た額（１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）

教職員給与条例別表

第２学校栄養職給料

表の適用を受ける常

勤職員の従事する職

務と類似する職務に

従事する職員

教職員給与条例別表

第２学校栄養職給料

表の職務の級１級に

おける最高の号給の

給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に教職員給与条例第１４条第３

項に規定する割合を乗じて得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）の合計額を２１

で除し、その額を７．７５で除して

得た額（１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）

教職員給与条例別表

第３学校事務職給料

表の適用を受ける常

勤職員の従事する職

務と類似する職務に

従事する職員

教職員給与条例別表

第３学校事務職給料

表の職務の級１級に

おける最高の号給の

給料月額

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に教職員給与条例第１４条第３

項に規定する割合を乗じて得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）の合計額を２１

で除し、その額を７．７５で除して

得た額（１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）

特に専門性が高く、

前各項に規定する月

額又は時間額の範囲

内で給料又は基本報

酬の額を規定するこ

さいたま市一般職の

任期付職員の採用及

び給与の特例に関す

る条例（平成２１年

さいたま市条例第３

中欄に掲げる給料月額及び当該給料

月額に給与条例第１２条第３項に規

定する割合を乗じて得た額（１円未

満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）の合計額を２１で除し、
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とが適当でない職務

に従事する職員

５号）第７条第１項

に規定する給料表の

最高の号給の給料月

額

その額を７．７５で除して得た額（

１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）
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